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○ 市町村国保は、 他の医療保険 （被用者保険、 後期高齢者医療制度） に加入していない全ての住民を被保険者とすることで、
「国民皆保険」 を支える仕組みである。

○ 保険者： 都道府県及び市町村（47＋1,716。 平成30年度以降の姿であり、 それ以前は市町村のみ）

○ 被保険者数： 約3,182万人（平成28年３月末）

※ 昭和30年代は農林水産業者、自営業者が中心 → 現在は非正規労働者や年金生活者等の無職者が７割を占める。
※ 平均年齢： 52.3歳（平成28年9月末）

○ 保険料： 全国平均で、一人当たり年額8.4万円 （平成27年度。介護納付金分は含まない。）
※ 実際の保険料率は、各市町村がそれぞれの実情を踏まえて定めている。

＜医療保険制度の全体像＞ ＜市町村国保の財源構成 （総額11.2兆円） ＞

・ 75歳以上は、 全員が後期高齢者医療制度に加入。

・ 75歳未満は、被用者保険（被用者及びその被扶養者）または

市町村国保に加入。

市町村への地財措置
1,000億円

保険者努力支援制度
840億円

国調整交付金

（９％）

8,200億円

後期高齢者医療制度

約16兆円 ・75歳以上
・約1,750万人
・保険者数：47 

保険料

2兆7,000億円

75 

歳

うち

法定外一般会計繰入

2,500億円

定率国庫負担

（３２％）

2兆3,000億円

前
期
高
齢
者
交
付
金

65 

歳

前期高齢者財政調整制度（約1,700万人）

約７兆円（再掲）

低所得・高額医療費等
への対策

4,500億円

3兆6,400億円

※この他、同種同業の者で組織する国保組合がある
（平成30年度予算ベース）

市町村国保

・自営業者、年金生活者、
非正規雇用者等
・約3,180万人
・保険者数：47＋1,716 

約11兆円

協会けんぽ 健康保険組合 共済組合

・中小企業のサラリーマン ・大企業のサラリーマン ・公務員

・約3,950万人 ・約2,880万人 ・約850万人

・保険者数：１ ・保険者数：約1,400  ・保険者数：85

約６兆円 健保組合・共済等約５兆円

1‐1. 市町村国保の概要【厚生労働省資料より】

保険料50％ 公費50％

保険料軽減制度
4,500億円

都道府県繰入金

（９％）

6,400億円
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1‐2. 各保険者の比較【厚生労働省資料より】
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1‐3. 宮城県の市町村国保の状況
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出典：「国民健康保険実態調査報告」より



1‐3. 宮城県の市町村国保の状況（続き）
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出典：「国民健康保険実態調査報告」より



2-1. 国民健康保険審査会の位置づけ

（１）附属機関

国民健康保険審査会は，地方自治法第１３８条の４の規定に基づき，国民健康保険法第９２
条により各都道府県に設置される都道府県知事の附属機関であり，市町村又は国民健康保険組
合が行った処分に対する不服申立て（審査請求）を審理し，裁決を行う行政機関である。

（２）審査請求前置

第三者的機関である国民健康保険審査会が，処分の違法又は不当について専門的に判断する
ことより，裁判所の負担が軽減されるという観点から，本審査会の裁決を経た後でなければ処
分の取消しの訴えを提起することができないとされている。
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＜地方自治法＞
第百三十八条の四 ～略～

○３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査
会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機
関については、この限りでない。

第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところに
より、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
○２ 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

○３ 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るも
のとする。

＜国民健康保険法＞
（審査会の設置）
第九十二条 国民健康保険審査会（以下「審査会」という。）は、各都道府県に置く。
（審査請求と訴訟との関係）

第百三条 第九十一条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後
でなければ、提起することができない。



2‐2. 審査会に審査請求できる事項
（１）保険給付に関する処分

一部負担金の減免等に関する処分，給付制限に関する処分，療養費・高額療養費・葬祭費等の現金
給付の支給に関する処分などが審理対象となる。

また，被保険者資格に関しては，被保険者証交付請求に対する処分という形で審理対象となる。

（２）保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分

保険料の賦課決定・減免，徴収猶予された一部負担金の徴収，不正利得の徴収に関する処分などが
審理対象となる。
※保険料その他国保法の規定による徴収金は,国民健康保険法第７９条の２及び地方自治法第２３１条の３の規定により,滞納処
分が可能となっており，当該滞納処分も審理対象となる。
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＜国民健康保険法＞
（滞納処分）

第七十九条の二 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第
三項に規定する法律で定める歳入とする。

第九十一条 保険給付に関する処分（被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。）又は保険料その他この
法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
２ 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

＜地方自治法＞
（督促、滞納処分等）
第二百三十一条の三 ～略～

３ 普通地方公共団体の長は、～略～法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定によ
る督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当
該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。～略～

＜補足：処分について＞「逐条解説行政不服審査法 ＩＡＭ＝行政管理研究センター編集」より

行政庁が国民に対する優位的な地位に基づき，人の権利義務を直接変動させ，又はその範囲を確定する効果を法律上認め
られている行為など人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為をいう。



2‐3. 審査会に審査請求できない事項

（１）国民健康保険税に関する処分に対する不服申立てについて

市町村は，保険料のほか保険税の形式を採用できるが，保険税に関する処分は，地方
税法の規定によるため，本審査会の審理対象とはならない。（行政不服審査法第４条に
より処分庁などに審査請求を行うこととなる。）
※県内では，仙台市のみが保険料方式を採用し，ほか３４市町村は税方式を採用している。

（２）行政庁の不作為に対する不服申立て

国民健康保険法第９１条は，不作為について規定していないため，本審査会の審理対
象とはならない。（行政不服審査法第４条の規定により不作為庁などに審査請求を行う
こととなる。）
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＜国民健康保険法＞
（保険料）

第七十六条 市町村は、～略～保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課す
るときは、この限りでない。

第九十一条 保険給付に関する処分（被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。）又は保険料その他この
法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

＜行政不服審査法＞
（審査請求をすべき行政庁）

第四条 審査請求は、法律（条例に基づく処分については、条例）に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる
場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。

一 処分庁等（処分をした行政庁（以下「処分庁」という。）又は不作為に係る行政庁（以下「不作為庁」という。）をいう。以
下同じ。）に上級行政庁がない場合～略～ 当該処分庁等
～略～
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁



2‐4. 裁決の種類

（１）却下

審査請求が不適法である場合は，本案を審理せず，却下の裁決を行う。

具体的には，審査請求期間を徒過したもの，審査請求することができない事項にわたるもの，審査請求をする資格（不服申立人
適格）がないものなどがある。

（２）棄却

審査請求に理由がない（処分が違法又は不当のいずれでもない）場合は，棄却の裁決を行う。

（３）認容

審査請求に理由がある（処分が違法又は不当である）場合は，処分を取り消す旨の裁決を行
う。
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＜行政不服審査法＞
（処分についての審査請求の却下又は棄却）

第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査
庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
２ 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
～略～
（処分についての審査請求の認容）

第四十六条 処分（事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。）についての審査請求が理由がある場
合（前条第三項の規定の適用がある場合を除く。）には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又は
これを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更すること
はできない。
～略～


